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愛 知 県 農 業 会 議 会 則 

 

（最終改正平成２１年 ４月 １日）  

 

 

第１章  総     則 

 

（目  的） 

第 １ 条 この農業会議は、農民の公正な意見を反映し、農業の立場を代表する組織と

して、その業務を行うことにより、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農

民の地位の向上に寄与することを目的とする。 

 

（名  称） 

第 ２ 条 この農業会議は、愛知県農業会議という。 

 

（地  区） 

第 ３ 条 この農業会議の地区は、愛知県の区域とする。 

 

（事務所の所在地） 

第 ４ 条 この農業会議は、主たる事務所を名古屋市に置き、その他必要な場所に従た

る事務所を置くことができる。 

 

（業  務） 

第 ５ 条 この農業会議は、第１条の目的を達成するため次の業務を行う。 

（１）農地法、農業経営基盤強化促進法その他の法令により、この農業会議の所掌に属さ

せられた事項を行うこと。 

（２）農業及び農民に関し意見を公表し、行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申す

ること。 

（３）農業及び農民に関する情報提供を行うこと。 

（４）農業及び農民に関する調査及び研究を行うこと。 

（５）農業委員会の委員及び職員等の講習及び研修を行うこと。 

（６）農業委員会等に関する法律（以下「法」という。）第６条第２項に掲げる事項に関し

農業委員会に対し助言その他の協力を行うこと。 

（７）賛助員に対する連絡協議を行うこと。 

（８）第２号から前号までの業務に附帯する業務 
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（公告の方法） 

第 ６ 条 この農業会議の公告は農業会議の主たる事務所及び従たる事務所に掲示して

これをする。 

 

 

第２章  会  議  員 

 

（会議員たる者） 

第 ７ 条 次に掲げる者は、この農業会議の会議員とする。 

（１）この農業会議の地区内の市区町村内に置かれる農業委員会（市区町村の区域内に２

以上の農業委員会がある場合には、当該の２以上の農業委員会が協議して１を限り定

めた農業委員会）の会長、ただし、当該会長が農業委員会（市区町村の区域内に２以

上の農業委員会がある場合には、当該２以上の農業委員会、以下この号において同じ）

の意見を聴いて農業委員会の委員のうちから会議員となるべき者１人を指名したとき

は、その者。 

（２）愛知県農業協同組合中央会が本人の同意を得て推薦したその会長、副会長又理事の

うち１人 

（３）愛知県農業共済組合連合会（農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第５３

条の２第４項の特定組合がある場合には、当該特定組合たる愛知県農業共済組合）が

本人の同意を得て推薦したその理事１人 

（４）農業委員会等に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第１１条の規定により

この農業会議が次項において指定したもの及び会長が第４項の規定により指定して公

告したものが、その協議により本人の同意を得てその理事（農業協同組合法第３０条

の２第１項の経営管理委員を置く農業協同組合及び農業協同組合連合会にあっては、

理事又は経営管理委員。以下第１０条第５号において同じ。）のうちから５人以内にお

いて推薦した者 

（５）規則第１２条の規定によりこの農業会議が第３項において指定したもの又は会長が

第４項の規定により指定して公告したものが、その協議により本人の同意を得てその

理事（法人でない団体にあってはその代表者。以下第１０条第５号において同じ。）の

うちから１０人以内において推薦した者 

（６）農業に関し学識経験を有する者につき会長が本人の同意を得て１５人以内において

指名した者 

 

２ 次に掲げる農業協同組合及び農業協同組合連合会は、法第４１条第２項第４号の農業

協同組合及び農業協同組合連合会とする。 

愛知県信用農業協同組合連合会 

愛知県経済農業協同組合連合会 
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愛知県厚生農業協同組合連合会 

愛知県酪農農業協同組合 

愛知県畜産養鶏農業協同組合連合会 

 

３ 次に掲げる団体は、法第４１条第２項第５号の団体とする。 

愛知県土地改良事業団体連合会 

愛知県茶業連合会 

全国和牛登録協会愛知県支部 

愛知県果樹振興会 

愛知県畜産協会 

中部たばこ耕作組合愛知県支所 

愛知県農業信用基金協会 

愛知県花き温室園芸組合連合会 

愛知県漬物協会 

愛知県農林公社 

 

４ 会長は規則第１１条及び第１２条の規定により、農業協同組合及び農業協同組合連合

会並びに団体を指定しようとするときは、この農業会議の総会の議決を経なければなら

ない。 

 

第 ８ 条 次に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、会議員とならない。 

（１）成年被後見人 

（２）禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 

（３）禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を受けることがなくなるまでの者 

 

第 ９ 条 第７条第１項第６号の会議員の任期は、３年とする。 

 

第 １０ 条 会議員は、次に掲げる場合には、会議員たる地位を失う。 

（１）死亡したとき。 

（２）第８条に掲げる者に該当するに至ったとき。 

（３）第７条第１項第１号本文の規定により会議員となった農業委員会の会長にあっては、

その者が当該農業委員会の会長でなくなったとき、又は、同号ただし書の規定による

指名があったとき。 

（４）第７条第１項第１号ただし書の規定による指名を受けた者にあっては、その者が農

業委員会の委員たる身分を失ったとき、又は、その者につきその者が会議員となった

日の属する当該農業委員会の選挙による委員の任期が満了したとき。 

（５）第７条第１項第２号から第５号までの会議員が当該団体の理事（愛知県農業協同組
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合中央会にあっては、会長、副会長、又は理事。以下この号においては同様とする。）

でなくなったとき又はその者につきその者が会議員となった日の属する当該団体の理

事の任期が満了したとき。 

（６）第７条第１項第１号ただし書の規定による指名を受けた者及び同項第２号から第６

号までの会議員にあっては、会議員を辞することについて他の会議員の過半数の同意

を得たとき。 

 

第 １１ 条 前条の規定により、会議員がその地位を失ったときは遅滞なくその補充の手

続きをとらなければならない。 

２ 前項の規定により補充された、第７条第１項第６号の会議員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

 

 

第３章  賛  助  員 

 

（賛助員の設置） 

第 １２ 条 この農業会議に賛助員を置く。 

２ 賛助員の資格を有する者は、次の通りとする。 

（１）市町村 

（２）第７条第１項第２号から第５号までの会議員を推薦する関係団体（法人でない団体

にあってはその代表者） 

（３）前各号のほかこの農業会議の趣旨に賛同する者 

 

（加 入） 

第 １３ 条 この農業会議の目的及び業務に賛同して賛助員として加入することを申し出

て、この農業会議の総会の承認を経たものは賛助員となる。 

 

（意見の具申等） 

第 １４ 条 賛助員は、第５条第２号から第６号までの業務に関し、会長に対して意見を

具申し、又は会長の諮問に応じて答申することができる。 

２ 賛助員は、会長に対し毎事業年度の事業計画又は収支予算について説明を求めること

ができる。 

３ 賛助員は、会長に対し毎事業年度の事業報告又は収支決算について説明を求めること

ができる。 

 

（きょ出金） 

第 １５ 条 賛助員は、この農業会議の総会が定めるところにより、毎年度きょ出金をきょ
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出しなければならない。 

 

（脱 退） 

第 １６ 条 賛助員は、次に掲げる場合には脱退する。 

（１）死亡、又は解散したとき。 

（２）第８条に掲げる者に該当するに至ったとき。 

２ 賛助員は、６０日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。 

 

 

第４章  顧 問 及 び 参 与 

 

（顧問及び参与） 

第 １７ 条 この農業会議に顧問及び参与若干名を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、この農業会議の会長がこれを委嘱ならびに解嘱する。 

ただし、顧問については農業会議の意見を聞いてこれをする。 

３ 顧問は、会長の諮問に応じ、又は意見を述べることができる。 

４ 参与は、参与会を組織し会長の付託した会務について意見をのべることができる。 

 

 

第５章  役     員 

 

（定  数） 

第 １８ 条 この農業会議に役員として会長１人及び副会長２人を置く。 

 

（選  挙） 

第 １９ 条 会長及び副会長は、会議員の総数の３分の２以上の者が出席したこの農業会

議の総会において会議員が選挙する。 

２ 会長及び副会長は、会議員でなければならない。 

 

第 ２０ 条 会長又は副会長が欠けたときは、会議員は、遅滞なく会長又は副会長を選挙

しなければならない。 

 

第 ２１ 条 選挙は、会長及び副会長の別に行うものとし、会長の選挙にあっては、単記

無記名投票により、副会長の選挙にあっては、２名連記無記名投票によるものとする。 

ただし副会長２名のうち１名が欠けた場合における副会長の選挙にあっては単記無記

名投票によるものとする。 

２ 次に掲げる投票は無効とする。 



 6

（１）所定の用紙を用いなければならない。 

（２）選挙される会長又は副会長の氏名のほか、他事を記載したもの。 

ただし、官位、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものはこの限りでない。 

（３）選挙される人の何者であるか確認し難い氏名を記載したもの。 

（４）会議員でない者の氏名を記載したもの。 

（５）選挙される人の氏名を自書しないもの。 

（６）前項本文の副会長の選挙にあっては１投票中に３人以上、その他選挙にあっては１

投票中に２人以上の会議員の氏名を記載したもの。 

３ 投票の可否及び効力に関し異議があるときは、この農業会議の総会で決する。 

 

第 ２２ 条 会長及び副会長の選挙は、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。 

２ 当選者を定める場合、得票数が同一であるものについては、会長又はこの農業会議の

総会で指名した者がくじにより当選者を定める。 

 

（指名推選） 

第 ２２ 条の２ 前２条の規定にかかわらず総会に出席した会議員中に異議がないときは、

会長及び副会長の選挙につき投票によらないで指名推選の方法によることができる。 

２ 前項の方法により選挙を行う場合においては、会長は被指名人をもって当選人と定め

るべきかどうかを総会に諮り、会議員の全員の同意があった者を当選人とする。 

３ 指名推選の方法により２人を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規

定を適用してはならない。 

 

第 ２３ 条 この農業会議は選挙の顛末を明らかにするため、選挙録を作成し、会長及び

この農業会議の総会で指名された選挙録署名者２名以上がこれに署名捺印して保管する。 

 

第 ２４ 条 当選者が定まったときは、会長は遅滞なく当選の旨を当選者に通知しなけれ

ばならない。 

２ 前項の通知を発した日から５日以内に当選を辞する旨の届け出がないときは、その当

選を承諾したものとみなす。 

 

第 ２５ 条 当選者が前条第２項の期間満了の日までに当選を辞したとき、又は会議員で

なくなったときは、会長は遅滞なく第２２条又は第２２条の２の例によって当選者を定

めなければならない。 

２ 前項の規定によって当選者が定まった場合には前条の規定を準用する。 

 

第 ２６ 条 会長は第２４条第２項の期間満了の翌日当選者の住所及び氏名を公告しなけ

ればならない。 
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２ 当選者は前項の公告があったときに会長又は副会長に就任するものとする。 

３ 当選者は前項の規定にかかわらず、公告のときが現在の会長又は副会長任期満了前で

あるときはその任期満了のとき就任する。 

ただし、会長又は副会長の欠員につき第２０条の選挙が行われた場合にはこの限りで

はない。 

 

第 ２７ 条 会長及び副会長の選挙に関する事項は、法令及びこの会則に別段の定めがあ

る場合を除き、この農業会議の総会で定める。 

 

（職  務） 

第 ２８ 条 会長はこの農業会議を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときはあらかじめ会長が定

めた順位に従い、その職務を代行する。 

 

第 ２９ 条 会長及び副会長がともに欠けたとき、又は事故があるときは、常任会議員の

うちから互選した者がその職務を代行する。 

 

（会長及び副会長の任期） 

第 ３０ 条 会長及び副会長の任期は３年とする。 

２ 任期満了前における後任者は前任者の残任期間とする。 

 

（報  酬） 

第 ３０ 条の２ 役員は無報酬とする。 

 

（辞  任） 

第 ３１ 条 会長及び副会長は、正当な事由がなくては辞任することができない。 

 

 

第６章  総     会 

 

（招  集） 

第 ３２ 条 会長は毎年２回総会を招集する。 

 

第 ３３ 条 会長は次に掲げる場合には、臨時に総会を招集しなければならない。 

（１）会長が必要と認めたとき。 

（２）会議員の３分の１以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集す

べき旨の請求があったとき。 
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第 ３４ 条 会長は総会を招集しようとするときは、少なくとも会日の７日前に書面を

もって総会に付議すべき事項、日時、及び場所を会議員に通知しなければならない。 

ただし、緊急を要する場合には、３日前までに通知することをもって足りる。 

 

（定 足 数） 

第 ３５ 条 総会は、会議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

 

（総会の延期又は続行） 

第 ３６ 条 総会は、その議決によって延期又は続行することができる。この場合におい

ては、第３４条の規定を適用しない。 

 

（決議事項） 

第 ３７ 条 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）第５条第２号の規定に基づく行政庁の諮問に対する答申 

（２）会則の変更 

（３）毎事業年度の事業計画の設定、変更又は廃止 

（４）毎事業年度の収支予算の設定又は変更 

（５）毎事業年度の事業報告及び収支決算の承認 

（６）役員及び会議員の費用の弁償並びに職員の給与及び費用の弁償に関する事項 

（７）他の団体への加入、脱退に関する事項 

（８）この会則を執行するために必要な規程の制定、変更又は廃止 

（９）その他必要と認めた事項 

 

 

（書面又は代理人による議決権の行使） 

第 ３８ 条 会議員は第３４条の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき書面又

は代理人をもって議決権を行うことができる。 

２ 前項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。 

３ 第１項の規定により書面を持って議決権を行う会議員は、あらかじめ通知のあった事

項につき、それぞれ賛否を記入して、これに署名又は記名捺印の上総会の会日の前日ま

でにこの農業会議に提出しなければならない。 

４ 第１項の規定により会議員が議決権を行わせようとする代理人は、他の会議員でなけ

ればならない。 

５ 代理人はあらかじめ代理人を証する書面をこの農業会議に提出しなければならない。 

６ 前項の書面には、代理人の身分及び氏名を明記し、代理人により議決権を行わせよう

とする会議員が署名又は記名捺印しなければならない。 
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（議  事） 

第 ３９ 条 総会の議事は、出席会議員の過半数で決する。 

可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、会則の変更は、会議員の総数

の３分の２以上の者が出席した総会において出席会議員の３分の２以上の多数による議

決によらなければならない。 

 

（議  長） 

第 ４０ 条 会長は総会の議長となる。 

 

（議 事 録） 

第 ４１ 条 総会の議事は、議事録にその要旨を記載して、会長及び総会で指名された議

事録署名者２人以上が署名又は記名捺印して保管する。 

 

（その他の事項） 

第 ４２ 条 総会の議事に関する事項は、法令及びこの会則に別段の定めがある場合を除

き総会で定める。 

 

 

第７章  常 任 会 議 員 会 議 

 

（常任会議員の設置） 

第 ４３ 条 この農業会議に常任会議員を置く。 

２ 常任会議員は次に掲げる者をもって充てる。 

（１）第７条第１項第１号の会議員が互選した者      １５人 

（２）第７条第１項第２号の会議員                          １人 

（３）第７条第１項第３号の会議員                          １人 

（４）第７条第１項第４号の会議員が互選した者              ４人 

（５）第７条第１項第５号の会議員が互選した者              ３人 

（６）第７条第１項第６号の会議員が互選した者              ６人 

（７）会長及び副会長（前各号に該当する者を除く。） 

３ 常任会議員は次に掲げる場合にはその地位を失う。 

（１）会議員でなくなったとき。 

（２）前項第１号及び第４号から第６号までの会議員にあっては、常任会議員を辞するこ

とについて、他の常任会議員の過半数の同意を得たとき。 

（３）前項第７号の常任会議員にあっては、会長又は副会長でなくなったとき。 
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第 ４４ 条 この農業会議に次に掲げる事項を処理するため常任会議員の会議を置く。 

（１）第５条第１号に規定する事項 

（２）第５条第２号から第８号までの業務のうち第３７条の規定により総会の議決事項と

された事項以外の事項 

２ 前項に掲げる事項については、常任会議員の会議の議決をもってこの農業会議の決定

とする。 

３ 国並びに県の委託事業等を執行するため必要あるときは、常任会議員会議は専門委員

会を設けることができる。 

４ 第３２条から第３６条まで、第３９条本文及び第４０条から第４２条までの規定は常

任会議員の会議について準用する。この場合において準用する各条文中「総会」とある

のは「常任会議員の会議」と、第３２条中「毎年２回」とあるのは「毎年１６回以内」

と、第３３条から第３５条まで及び第３９条中「会議員」とあるのは「常任会議員」と

それぞれ読み替えるものとする。 

 

第４５条から第４９条まで削除。 

 

 

第８章  会     計 

 

（事業年度） 

第 ５０ 条 この農業会議の事業年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（収  入） 

第 ５１ 条 この農業会議の経費は次に掲げる収入をもって充てる。 

（１）国が支出する負担金 

（２）国又は愛知県が交付する補助金 

（３）賛助員がきょ出するきょ出金 

（４）寄付金 

（５）業務より生ずる収入 

（６）その他の収入 

 

（会計に関する規程） 

第 ５２ 条 会計に関する規程は、会則に別段の定めがある場合を除き、この農業会議が

定める。 

 

 

第９章  監     査 
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（監査委員） 

第 ５３ 条 この農業会議に監査委員若干名を置く。 

 

（選  挙） 

第 ５４ 条 監査委員は、総会において会議員が選挙する。 

２ 監査委員は、会議員でなければならない。 

３ 監査委員が欠けたときは、会議員は遅滞なく後任の監査委員を選挙しなければならな

い。 

 

第 ５５ 条 選挙は連記無記名の投票により行う。 

２ 第２１条第２項から第２６条第２項まで及び第２７条の規定は前項の選挙に準用する。 

 

第 ５５ 条の２ 監査委員の任期は３年とする。 

２ 任期満了前における後任者は前任者の残任期間とする。 

 

（職  務） 

第 ５６ 条 監査委員は毎年少なくとも１回この農業会議の業務及び会計の状況を監査し、

その結果を会長に報告しなければならない。 

２ 監査委員は必要と認めたときは前項の監査の結果を総会に報告することができる。 

３ 会長は、毎事業年度の事業報告及び収支決算を総会に提出するときは、予め監査委員

の審査を受け、これに対する監査委員の意見を附さなければならない。 

 

（報  酬） 

第 ５６ 条の２ 監査委員は無報酬とする。 

 

 

第１０章  職     員 

 

（職  員） 

第 ５７ 条 この農業会議に事務局を設け、事務局長、主事、技師、その他の職員を置く。 

 

第 ５８ 条 事務局長は、会長の命を受けて、この農業会議の事務を総括する。 

 

第 ５９ 条 事務局長以外の職員は、会長の命を受けて、この農業会議の事務を掌る。 

 

第 ６０ 条 職員は会長が任免する。 
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第 ６１ 条 職員の執務及び業務の執行に関する規程は会長が定める。 

 

 

 

 

附 則 

１．この会則は昭和３２年９月２４日から施行する。 

２．昭和２９年９月２９日制定の愛知県農業会議会則を廃止する。 

３．諸規程中「部会」を「常任会議員会議」に改める。 

附 則 

この会則は、昭和３８年 ９月 ４日から施行する。 

附 則 

この会則は、昭和３９年１０月 ２日から施行する。 

附 則 

この会則は、昭和４０年 ３月３０日から施行する。 

附 則 

この会則は、昭和４１年 ９月 ３日から施行する。 

附 則 

この会則は、昭和５４年 ９月２５日から施行する。 

附 則 

この会則は、昭和５５年１１月 ５日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成 ４年 ５月２８日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成 ９年 ９月１８日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成１２年 ４月 ３日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成１３年 ４月 ２日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成１４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成１７年 ４月 １日から施行し、平成１６年１１月 １日から適用

する。 

附 則 

この会則は、平成２１年 ４月 １日から施行する。 


